
-日守司司

金
滞
古
蹟
志
巻
三

た
る
故
に
‘
共
の
事
を
知
り
得
る
な
り
。
箕
浦
高
良
は
逝
稀
を
五
郎

左
衛
門
と
云
ひ
、
参
議
中
将
綱
紀
卿
政
務
の
初
め
に
奉
仕
し
、
後
共

の
一
族
な
る
か
牧
洩
右
衛
門
よ
り
、
彼
の
筆
記
一
冊
を
綱
紀
卿
の
一

覧
に
供
す
る
底
、
援
だ
賞
翫
し
給
ひ
永
〈
留
め
置
か
れ
た
り
。
故
に

世
人
此
の
記
を
知
る
も
の
な
し
と
先
ゆ
。
思
ふ
に
明
治
十
四
年
火
災

以
後
、
擦
を
掘
出
し
て
本
願
寺
別
院
へ
渡
し
け
る
時
、
彼
の
枯
骨
を

ぽ
存
如
上
人
の
遺
骨
也
と
門
徒
共
が
取
り
究
め
、
之
を
埋
葬
し
て
存

如
上
人
の
廟
所
と
た
し
た
る
も
、
蓮
如
の
遺
骨
と
混
じ
た
る
も
の
に

し
て
、
蓮
如
が
遺
骨
は
早
〈
四
十
高
山
へ
移
さ
れ
し
事
を
知
ら
ざ
る

故
た
る
べ
し
。
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舞
彊
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三
箆
紀
に
云
ふ
。
寛
永
八
年
三
月
三
目
、
高
徳
院
殿
三
十
三
回
忌
御

相
蛍
に
付
‘
貧
困
寺
に
於
て
大
法
合
を
御
執
行
。
三
ク
園
の
蹄
衆
は

勿
論
‘
諸
宗
の
惣
秘
・
菰
経
・
看
経
の
衆
、
上
方
諸
宗
門
跡
調
経
の
使

働
移
敷
、
施
行
・
縫
梯
ひ
、
閉
門
・
塾
居
も
開
門
し
て
傘
鑑
の
牌
前
に

鐸
参
す
。
三
月
十
日
に
は
一
一
，
御
丸
に
沿
い
て
御
能
被
昌
仰
付
一
御
家
中

の
緒
士
並
に
出
家
衆
等
御
振
舞
被
v
下
け
る
と
。
今
按
守
る
に
、
一
官
家

見
聞
集
に
も
、
寛
永
八
辛
未
歳
三
月
三
目
、
高
徳
公
三
十
三
悶
忌
之

O 

作
菩
於
=
貸
闘
寺
-
執
行
、
同
十
日
於
昌
二
，
丸
-
能
興
行
と
あ
り
て
、
共
の

翌
月
十
四
日
犀
川
橋
爪
よ
り
出
火
、
城
中
本
丸
の
殿
閣
等
延
焼
す
と

見
ね
た
り
。
さ
れ
ば
二
，
丸
舞
惑
に
於
て
能
興
行
を
命
ぜ
ら
れ
し
三

月
十
日
は
、
城
内
焼
亡
以
前
に
て
‘
共
の
頃
は
い
ま
だ
本
丸
に
殿
閣

あ
り
て
、
と
れ
を
居
所
と
し
給
ふ
時
た
れ
ば
、
二
，
丸
に
て
能
を
興
行

し
、
諸
土
壁
び
倫
衆
等
へ
見
物
を
命
ぜ
ら
れ
し
は
、
ニ
，
丸
の
地
に
舞

華
を
建
て
置
か
れ
し
故
也
。
但
し
そ
の
遺
跡
は
静
か
な
ら
告
1
0
h
a

も

ふ
に
、
右
一
一

J

・
丸
の
舞
護
は
、
い
ま
だ
本
丸
に
居
舘
し
給
ふ
頃
な
れ
ば

共
の
創
立
は
不
v
詳
と
い
へ
ど
も
、
若
し
く
は
藩
組
利
家
卿
の
時
よ
り

建
て
置
か
れ
た
る
な
ら
ん
か
。
利
家
卿
は
、
江
村
専
粛
の
老
人
雑
話

に
、
太
閤
肥
前
の
那
鎚
屋
に
訟
は
し
ま
す
時
、
英
松
越
後
と
い
ふ
能

大
夫
御
見
舞
に
参
り
、
共
の
時
よ
り
能
を
御
す
き
有
り
て
‘
御
自
分

に
も
度
々
・
な
さ
れ
し
也
。
太
閤
禁
中
に
て
能
を
成
さ
れ
候
時
、
央
松

を
立
合
ひ
に
能
を
せ
り
o
叉
云
ふ
。
太
閣
内
裏
に

τ
の
能
度
々
の
事

た
り
。
太
閤
と
徳
川
内
府
と
加
賀
大
納
言
と
=
一
人
狂
言
も
あ
り
。
毛

利
輝
元
鼓
を
撃
た
れ
し
事
も
あ
り
。
と
見
h
.
烈
組
成
績
に
、
創
業

記
を
引
い
て
、
文
勝
三
年
春
前
闘
白
秀
吉
親
作
品
申
柴
於
禁
廷
吋
紳
組

及
前
回
利
家
亦
親
作
v
之
。
と
あ
り
。
或
は
云
ふ
。
藤
と
題
す
る
諮
曲
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は
利
家
卿
の
自
作
な
り
。
越
中
国
く
す
み
の
郡
岡
子
の
浦
怠
る
藤
波

と

τ、
彼
の
高
架
集
に
詠
ぜ
る
多
紡
滞
の
藤
の
事
を
思
ひ
寄
せ
て
作

意
し
給
ふ
と
ぞ
。
是
領
内
の
名
高
き
名
所
怠
る
故
た
り
。
〈
す
み
の

郡
は
.
も
と
ひ
み
の
郡
と
あ
り
し
を
、
後
人
務
課
り
た
る
か
と
い
へ

り
。
同
卿
の
慶
長
四
年
に
書
き
置
き
給
ふ
遺
誠
等
に
‘
越
中
氷
見
郡

と
あ
り
て
、
共
の
時
代
の
郡
名
也
。
叉
村
井
長
明
の
陳
普
録
に
も
.

伏
見
に
て
太
閤
様
・
閥
白
様
・
家
康
様
・
大
納
言
様
御
立
合
の
御
能
細

々
御
座
候
刻
、
閥
白
様
御
能
過
ぎ
候
て
‘
一
度
々
々
に
楽
屋
に
て
御

腰
物
御
さ
し
候
て
御
見
物
被
v
成
候
。
共
れ
を
大
納
言
様
御
舞
慈
へ
御

郎
被
v
成
、
さ
り
と
て
は
若
き
人
に
似
合
申
候
。
太
閤
様
へ
も
、
御
仕

付
に
も
能
候
よ
し
御
噂
御
申
候
云
々
。
と
見
ゆ
。
叉
一
冨
ふ
。
殿
様
御

能
や
き
に
候
へ
ど
も
、
一
・
グ
月
に
押
立
て
た
る
御
能
は
一
度
か
。
又

は
御
上
様
・
肥
前
様
・
御
明
衆
た
ど
御
所
望
候
て
は
、
二
度
も
御
座

候
。
た
ピ
の
御
稽
古
は
=
一
自
民
一
度
も
被
v
成
候
。
と
見
b
、
三
笠
記

に
‘
艇
長
三
年
卯
月
草
棒
へ
御
入
湯
被
v
成
、
五
月
上
旬
に
御
上
湯
、

加
州
へ
御
館
園
被
ν
成
、
種
善
坊
・
針
立
の
伊
白
・
今
春
七
郎
召
連
れ
ら

る
L
。
金
揮
に
て
孫
四
郎
殿
に
能
登
園
を
先
年
御
渡
し
、
恭
き
よ
し

御
祝
儀
の
御
膳
御
上
げ
1

共
上
に
今
春
七
郎
に
能
を
被
a
仰
付
吋
共
の

金
滞
古
蹟
志
巻
三

次
而
に
今
春
七
郎
金
揮
に
て
勧
進
能
仕
度
由
言
上
す
。
可
v
仕
回
目
被
且

仰
向
-
K
付
、
才
川
の
河
原
に
芝
居
を
按
へ
能
を
設
し
、
上
下
見
物
人

易
し
く
、
大
夫
に
短
冊
を
選
る
も
あ
り
。
と
い
へ
り
。
前
件
の
事
共

に
て
考
ふ
る
に
、
藩
組
利
家
卿
の
時
は
い
ま
だ
飢
世
の
際
な
り
し
か

ど
、
盟
太
閤
の
好
ま
せ
給
ふ
に
よ
り
、
利
家
卿
も
み
づ
か
ら
申
柴
を

た
し
、
諮
曲
ま
で
も
作
ら
せ
ら
れ
、
殊
に
甚
だ
す
き
給
ふ
と
の
事
な

れ
ば
、
金
棒
城
中
に
も
舞
癒
を
建
て
耀
か
せ
ら
れ
、
在
闘
の
時
は
抜

内
の
舞
惑
に
て
稽
古
能
を
な
し
給
ひ
た
る
友
ら
ん
。
二
世
利
長
卿
・

三
世
利
常
卿
の
幸
若
鋒
を
好
み
給
へ
る
事
は
1

夜
話
鍛
に
蛾
せ
た
れ

芝
、
申
楽
を
好
ま
せ
給
ふ
事
は
を
さ
/
¥
見
え
宇
。
然
れ
ば
そ
の
か

み
ニ
，
丸
に
舞
援
を
建
て
置
き
給
ふ
も
の
、
恐
ら
く
は
園
初
以
来
の

事
に
て
、
務
粗
利
家
卿
の
思
召
に
て
、
態
と
本
城
よ
り
離
れ
た
る
こ

J

丸
の
地
に
建
て
置
か
れ
た
る
に
や
あ
ら
ん
。
寛
永
八
年
本
丸
の
殿
閤

火
災
後
、
二
，
丸
を
本
城
と
定
め
ら
れ
て
.
と
の
地
に
殿
閣
を
治
管

せ
ら
れ
し
後
‘
殿
閤
綬
き
に
舞
援
を
建
て
ら
れ
し
か
ど
、
是
は
後
の

事
に
て
、
前
顕
の
ニ
，
丸
舞
華
と
は
呉
れ
ば
混
歩
ぺ
か
ら
宇
。
加
藤

惟
寅
の
蘭
山
私
記
に
、
舞
事
に
松
の
輸
を
描
け
る
事
は
.
利
家
卿
の

御
物
数
寄
よ
り
起
れ
り
と
。
今
は
専
ら
松
を
描
〈
事
に
成
り
た
り
。

~ ，、




